
②           コーポレートプログラム利用申込書 兼 契約書 

 

                                  （以下「甲」という。）と、株式会社ラスイート(以下「乙」という。)は、甲の従業員が健康

増進のための施設として、乙の経営する施設を利用することについて、次の通り契約を締結する。 

 

（契約料金等） 

第１条 この契約において甲が利用できる乙の施設・料金は、別表（裏面）の通りとする。 

 

(利用方法) 

第２条 甲の従業員が乙の施設を利用する際は、乙の発行する「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park コーポレートプログラム利用券」（以

下「利用券」という。)を提出して、契約料金で利用できるものとする。但し、利用券の利用は１回につき 1 人 1 枚とする。 

 

(利用券の確認) 

第３条 甲の従業員が利用券を提出して割引利用しようとする際、乙は利用券に印字された有効期間内の利用であること、及び法人名

及び法人会員 No.が印字されていることを確認する義務を負う。 

 

(補助金の請求・支払) 

第４条 乙が利用された利用券を添付して毎月１０日迄に甲に送付（到着)した請求分について、 甲は同月末日までに補助金相当額を

乙に支払う。月末日が銀行休業日の場合、 支払日はその直前の銀行営業日とする。 

 

(補助金の支払拒絶) 

第５条 甲は、乙が第 3 条の確認義務を怠って割引利用させた分については補助金相当額の支払いを行わない。 

 

(契約期間) 

第６条 本契約の有効期間は、令和   年   月   日から令和   年   月   日までとする。 但し、契約期間満了の 1 か月前

までに、甲乙いずれからも文書による異議の申し立てがなく本契約に内容に変更が生じない場合は、満了日の翌日から向こう 1

年間更新できるものとし、 それ以降の更新についても同様とする。 

 

(守秘義務) 

第７条 乙は、契約の遂行に伴い知りえた甲または甲の従業員に関する情報について、契約期間中及び、 契約の終了後においても、

その方法の如何を問わず第三者に遺漏してはならない。 

 

(反社会的勢力に関する表明・保証) 

第８条 甲及び乙は、相手方に対し本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ず

る者又はその構成員(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会勢力の支配、影響を受けていないこと、自己の役員

(取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。)、従業員、関係者等が反社会勢力の構成員又はその関係者ではないこと、

反社会勢力に自己の名義を利用させる者でないことを表明し、保証する。 

(２) 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反したときには何らの通知、催告その他手続きを要せずに、直ちに本契約を解

除することができる。 

(３) 前項の定めにより、本契約を解除したとき、それによって相手方に損害が生じてもその損害を賠償する責を負わず、解除した側

に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。 

 

(契約の解除) 

第９条 甲又は乙は、相手側が次の各号のいずれかに該当するときは、第 6 条の規定にかかわらず、 直ちに本契約を解除することが

できる。 

① この契約に定める義務を正当な理由なく履行しないとき。 

② 行政庁から、法令違反等により許認可取消又は業務停止等の行政処分を受けたとき。 

③ 差押え、仮差押え、仮処分、滞納処分、強制執行、任意競売の申立てを受けたとき。 

④ 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生法手続開始、特別清算手続開始の申立てを受けたとき、又は自らそ

の申立てをしたとき。 

⑤ 資産、信用又は事業に重大な変更を生じたとき。 

 

(契約終了後の利用券の利用) 

第１０条 本契約が期間満了、解除、解約等により終了した場合、甲は、手許に残っている利用券を直ちに乙に返戻することとする。本契

約終了後に利用券による割引利用がなされた場合、 甲は乙の請求によりその補助金を支払うものとする。 

 

(その他) 

第１１条 本契約に定めのない事項又は本契約に生じた疑義については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 

上記の契約の証として本書 2通を作成し、甲・乙記名捺印のうえ各自 1 通を保管するものとする。 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

所在地 

甲 名称 

代表者名 

 

 

所在地  大阪市天王寺区上汐 3丁目 3番 2号 

乙 名称  株式会社 ラスイート 

代表者名  代表取締役社長 関寛之 

 

別表 



 

【契約管理番号】                       

 

【契約期間】 令和   年   月   日～令和   年   月   日 

 

基本プラン 

プラン名 会社補助金額 ご利用者負担額 

Aプラン 500 円＋消費税 2,900 円＋消費税 

Bプラン 1,000 円＋消費税 2,400 円＋消費税 

Cプラン 1,500 円＋消費税 1,900 円＋消費税 

Dプラン 2,000 円＋消費税 1,400 円＋消費税 

Eプラン 2,500 円＋消費税 900 円＋消費税 

Fプラン 3,000 円＋消費税 400 円＋消費税 

Gプラン 3,400 円＋消費税 0 円 

 

契約内容 

契約プラン  

会社補助金額  

ご利用者負担金額  

初回チケット発券枚数  

 


